
 

 

                              

                                                          令 和 ７ 年 ６ 月 １ 日 

 

 

 

「技能実習制度運用要領」の一部改正について 

 

 

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律（平成 28 年法律第

89 号）に基づく技能実習制度の運用に必要な事項を定めた「技能実習制度運用要領」につ

いて、下記のとおり必要な改正を行いましたので、公表いたします。 

 

 



  別紙 
【通し番号】１ 

【改正箇所】 第４章第２節第７（技能実習責任者の選任に関するもの） 

改正 現行 

○ 技能実習責任者には、欠格事由に該当す

る者（拘禁刑（※）以上の刑に処せられ、そ

の執行を終えた日から 5 年を経過していな

い者など）、過去 5 年以内に出入国又は労働

に関する法令に関し不正又は著しく不当な

行為をした者、未成年者はなることができ

ません。 

※ 刑法等の一部を改正する法律（令和４

年法律第 67 号）第２条の規定による改正前

の刑法（明治 40 年法律第 45 号。 以下「旧

刑法」という。）第 12 条に規定する懲役及

び旧刑法第 13 条に規定する禁錮を含みま

す。 

 

○ 技能実習責任者には、欠格事由に該当す

る者（禁錮以上の刑に処せられ、その執行

を終えた日から 5 年を経過していない者な

ど）、過去 5 年以内に出入国又は労働に関す

る法令に関し不正又は著しく不当な行為を

した者、未成年者はなることができません。 

 

（新設） 

 

 

【通し番号】２ 

【改正箇所】 第４章第２節第７（技能実習指導員の選任に関するもの） 

改正 現行 

○ 技能実習指導員には、欠格事由に該当す

る者（拘禁刑（※）以上の刑に処せられ、そ

の執行を終えた日から 5 年を経過していな

い者など）、過去 5 年以内に出入国又は労働

に関する法令に関し不正又は著しく不当な

行為をした者、未成年者はなることができ

ません。 

※ 刑法等の一部を改正する法律（令和４

年法律第 67 号）第２条の規定による改正前

の刑法（明治 40 年法律第 45 号。 以下「旧

刑法」という。）第 12 条に規定する懲役及

び旧刑法第 13 条に規定する禁錮を含みま

す。 

○ 技能実習指導員には、欠格事由に該当す

る者（禁錮以上の刑に処せられ、その執行

を終えた日から 5 年を経過していない者な

ど）、過去 5 年以内に出入国又は労働に関す

る法令に関し不正又は著しく不当な行為を

した者、未成年者はなることができません。 

 

（新設） 

 

  



  別紙 
【通し番号】３ 

【改正箇所】 第４章第２節第７（生活指導員の選任に関するもの） 

改正 現行 

○ 生活指導員には、欠格事由に該当する者

（拘禁刑（※）以上の刑に処せられ、その執

行を終えた日から 5 年を経過していない者

など）、過去 5 年以内に出入国又は労働に関

する法令に関し不正又は著しく不当な行為

をした者、未成年者はなることができませ

ん。 

※ 刑法等の一部を改正する法律（令和４

年法律第 67 号）第２条の規定による改正前

の刑法（明治 40 年法律第 45 号。 以下「旧

刑法」という。）第 12 条に規定する懲役及

び旧刑法第 13 条に規定する禁錮を含みま

す。 

○ 生活指導員には、欠格事由に該当する者

（禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終

えた日から 5 年を経過していない者など）、

過去 5 年以内に出入国又は労働に関する法

令に関し不正又は著しく不当な行為をした

者、未成年者はなることができません。 

 

（新設） 

 

 

【通し番号】４ 

【改正箇所】 第４章第３節第１（関係法律による刑罰を受けたことによる欠格事由） 

改正 現行 

【関係規定】  

（認定の欠格事由）  

法第 10 条 次の各号のいずれかに該当する

者は、第八条第一項の認定を受けること

ができない。  

一 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行

を終わり、又は執行を受けることがなく

なった日から起算して五年を経過しな

い者 

（略） 

○ 関係法律による刑罰を受けたことによ

る欠格事由としては、以下のいずれかに該

当する者が想定されています。 

 ① 拘禁刑（※）以上の刑に処せられた者

（法第１０条第１号） 

② この法律に違反し、罰金刑に処せられ

た者、その他出入国又は労働に関する法 

律の規定であって政令で定めるものに違

反し、罰金刑に処せられた者（法第１０条 

第２号・政令第１条）  

③ 暴力団関係法、刑法等に違反し、罰金

【関係規定】  

（認定の欠格事由）  

法第 10 条 次の各号のいずれかに該当する

者は、第八条第一項の認定を受けること

ができない。  

一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を

終わり、又は執行を受けることがなくな

った日から起算して五年を経過しない

者 

（略） 

○ 関係法律による刑罰を受けたことによ

る欠格事由としては、以下のいずれかに該

当する者が想定されています。 

 ① 禁錮以上の刑に処せられた者（法第１

０条第１号） 

② この法律に違反し、罰金刑に処せられ

た者、その他出入国又は労働に関する法 

律の規定であって政令で定めるものに違

反し、罰金刑に処せられた者（法第１０条 

第２号・政令第１条）  

③ 暴力団関係法、刑法等に違反し、罰金



  別紙 
刑に処せられた者（法第１０条第３号） 

④ 社会保険各法及び労働保険各法にお

いて事業主としての義務に違反し、罰金

刑に処せられた者（法第１０条第４号） 

※ 刑法等の一部を改正する法律（令和４

年法律第 67 号）第２条の規定による改正前

の刑法（明治 40 年法律第 45 号。 以下「旧

刑法」という。）第 12 条に規定する懲役及

び旧刑法第 13 条に規定する禁錮を含みま

す。 

刑に処せられた者（法第１０条第３号） 

④ 社会保険各法及び労働保険各法にお

いて事業主としての義務に違反し、罰金

刑に処せられた者（法第１０条第４号） 

（新設） 

 

 

【通し番号】５ 

【改正箇所】 第４章第７節 改善命令等（技能実習法第１５条） 

改正 現行 

○ この改善命令は、違反行為そのものにつ

いての是正を行うことはもとより、実習実

施者として、違反行為を起こすような管理

体制や運営を行っていることそのものにつ

いて、改善を行わせることを目的として発

せられるものになります。実習実施者は、

出入国在 留管理庁長官及び厚生労働大臣

から、期限を定めて問題となっている事項

の改善に必要な措置をとるよう命じられま

すので、期限内に命じられた事項について、

改善措置 を講じる必要があります。 

 なお、出入国在留管理庁長官及び厚生労働

大臣から改善の確認を受けるまでの間は、

新たな技能実習計画の認定を受けることは

できません。 

 改善命令に従わない場合や、改善措置を講

じたとしても出入国在留管理庁長官及び厚

生労働大臣から適切な措置であると認めら

れない場合には、技能実習計画の取 消事由

となる（法第１６条）ほか、罰則（６月以下

の拘禁刑又は３０万円以下の罰金）の対 象

ともなります。（法第１１１条第１号） 

○ この改善命令は、違反行為そのものにつ

いての是正を行うことはもとより、実習実

施者として、違反行為を起こすような管理

体制や運営を行っていることそのものにつ

いて、改善を行わせることを目的として発

せられるものになります。実習実施者は、

出入国在 留管理庁長官及び厚生労働大臣

から、期限を定めて問題となっている事項

の改善に必要な措置をとるよう命じられま

すので、期限内に命じられた事項について、

改善措置 を講じる必要があります。 

 なお、出入国在留管理庁長官及び厚生労働

大臣から改善の確認を受けるまでの間は、

新たな技能実習計画の認定を受けることは

できません。 

 改善命令に従わない場合や、改善措置を講

じたとしても出入国在留管理庁長官及び厚

生労働大臣から適切な措置であると認めら

れない場合には、技能実習計画の取 消事由

となる（法第１６条）ほか、罰則（６月以下

の懲役又は３０万円以下の罰金）の対 象と

もなります。（法第１１１条第１号） 

 

  



  別紙 
【通し番号】６ 

【改正箇所】 第５章第２節第６（外国の送出機関に関するもの） 

改正 現行 

【関係規定】  

（略） 

（外国の送出機関）  

規則第 25 条 法第二十三条第二項第六号

（法第三十一条第五項及び第三十二条

第二項において準用する場合を含む。）

の主務省令で定める要件は、次のとお

りとする。 

（略） 

六 当該機関又はその役員が拘禁刑以上

の刑（これに相当する外国の法令による

刑を含む。） に処せられ、その刑の執行

を終わり、又はその刑の執行を受けるこ

とがなくなった日から五 年を経過しな

い者でないこと。 

（略） 

○ また、外国の送出機関については、技能

実習生になろうとする者からの技能実習に 

係る求職の申込みを適切に本邦の監理団体

に取り次ぐことができる者として、規則第

２５条において定められている要件（※）

に適合する必要があります。 

 取次ぎを受けようとする外国の送出機関

が規則第２５条において定められている要 

件に適合していることは、当該要件に適合

していることを証明する書類を監理団体が 

当該外国の送出機関から入手して、申請書

の添付書類として提出することが求められ 

ます。 

（※）規則第２５条第６号に規定する拘禁

刑は、刑法等の一部を改正する法律（令和

４年法律第 67 号）第２条の規定による改正

前の刑法（明治 40 年法律第 45 号。 以下

「旧刑法」という。）第 12 条に規定する懲

役及び旧刑法第 13 条に規定する禁錮を含

みます。 

【関係規定】  

（略） 

（外国の送出機関）  

規則第 25 条 法第二十三条第二項第六号

（法第三十一条第五項及び第三十二条

第二項において準用する場合を含む。）

の主務省令で定める要件は、次のとお

りとする。 

（略） 

六 当該機関又はその役員が禁錮以上の

刑（これに相当する外国の法令による刑

を含む。） に処せられ、その刑の執行を

終わり、又はその刑の執行を受けること

がなくなった日から五 年を経過しない

者でないこと。 

（略） 

○ また、外国の送出機関については、技能

実習生になろうとする者からの技能実習に 

係る求職の申込みを適切に本邦の監理団体

に取り次ぐことができる者として、規則第

２５条において定められている要件（追加）

に適合する必要があります。  

取次ぎを受けようとする外国の送出機関

が規則第２５条において定められている要 

件に適合していることは、当該要件に適合

していることを証明する書類を監理団体が 

当該外国の送出機関から入手して、申請書

の添付書類として提出することが求められ 

ます。 

（新設） 

 

  



  別紙 
【通し番号】７ 

【改正箇所】 第５章第３節第１（関係法律による罰則を受けたことによる欠格事由） 

改正 現行 

【関係規定】  

（略） 

（認定の欠格事由）  

法第 10 条 次の各号のいずれかに該当する

者は、第八条第一項の認定を受けること

ができない。  

一 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行

を終わり、又は執行を受けることがなく

なった日から起算して五年を経過しな

い者 

（略） 

○ 関係法律による刑罰を受けたことによ

る欠格事由としては、以下のいずれかに該

当する場合が想定されています。 

 ① この法律その他出入国又は労働に関す

る法律に違反し、罰金刑に処せられた者が

ある場合（法第２６条第１号（法第１０条

第２号）・政令第１条） 

 ② 社会保険各法及び労働保険各法におい

て事業主としての義務に違反し、罰金刑に

処せられた者がある場合（法第２６条第１

号（法第１０条第４号）） 

 ③ 役員のうちに拘禁刑（※）以上の刑に

処せられた者がある場合（法第２６条第５

号イ（法第１０条第１号）） 

 ④ 役員のうちに暴力団関係法、刑法等に

違反し、罰金刑に処せられた者がある場合 

（法第２６条第５号イ（法第１０条第３

号）） 

※ 刑法等の一部を改正する法律（令和４

年法律第 67 号）第２条の規定による改正前

の刑法（明治 40 年法律第 45 号。 以下「旧

刑法」という。）第 12 条に規定する懲役及

び旧刑法第 13 条に規定する禁錮を含みま

す。 

【関係規定】  

（略） 

（認定の欠格事由）  

法第 10 条 次の各号のいずれかに該当する

者は、第八条第一項の認定を受けること

ができない。  

一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を

終わり、又は執行を受けることがなくな

った日から起算して五年を経過しない

者 

（略） 

○ 関係法律による刑罰を受けたことによ

る欠格事由としては、以下のいずれかに該

当する場合が想定されています。 

 ① この法律その他出入国又は労働に関す

る法律に違反し、罰金刑に処せられた者が

ある場合（法第２６条第１号（法第１０条

第２号）・政令第１条） 

 ② 社会保険各法及び労働保険各法におい

て事業主としての義務に違反し、罰金刑に

処せられた者がある場合（法第２６条第１

号（法第１０条第４号）） 

 ③ 役員のうちに禁錮以上の刑に処せられ

た者がある場合（法第２６条第５号イ（法

第１０条第１号）） 

 ④ 役員のうちに暴力団関係法、刑法等に

違反し、罰金刑に処せられた者がある場合 

（法第２６条第５号イ（法第１０条第３

号）） 

（新設） 

  



  別紙 
【通し番号】８ 

【改正箇所】 第５章第１３節 改善命令等（技能実習法第３６条） 

改正 現行 

○ この改善命令は、違反行為そのものにつ

いての是正を行うことはもとより、監理

団体として、違反行為を起こすような管

理体制や運営を行っていることそのもの

について、改善を行わせることを目的と

して発せられるものになります。監理団

体は、主務大臣から、期限を定めて問題と

なっている事項の改善に必要な措置をと

るよう命じられますので、期限内に命じ

られた事項について、改善措置を講じる

必要があります。 

 改善命令に従わない場合や、改善措置を

講じたとしても主務大臣から適切な措置 

であると認められない場合には、監理団

体の許可の取消事由となる（法第３７条

第１項）ほか、罰則（６月以下の拘禁刑又

は３０万円以下の罰金）の対象ともなり

ます（法第１１１条第３号）。 

○ この改善命令は、違反行為そのものにつ

いての是正を行うことはもとより、監理

団体として、違反行為を起こすような管

理体制や運営を行っていることそのもの

について、改善を行わせることを目的と

して発せられるものになります。監理団

体は、主務大臣から、期限を定めて問題と

なっている事項の改善に必要な措置をと

るよう命じられますので、期限内に命じ

られた事項について、改善措置を講じる

必要があります。 

  改善命令に従わない場合や、改善措置を

講じたとしても主務大臣から適切な措置 

であると認められない場合には、監理団

体の許可の取消事由となる（法第３７条

第１項）ほか、罰則（６月以下の懲役又は

３０万円以下の罰金）の対象ともなりま

す（法第１１１条第３号）。 

 

 

【通し番号】９ 

【改正箇所】 第５章第１５節 名義貸しの禁止（技能実習法第３８条） 

改正 現行 

○ 監理事業は、欠格事由に該当せず、事業

遂行能力等について許可基準に照らして 

審査を受けた法人が自ら行うものでなけ

れば許可制度自体の維持が困難となるた

め、許可を受けた名義を他人に貸して監

理事業を行わせることは禁止されていま

す。 これに違反した場合には、罰則（１

年以下の拘禁刑又は１００万円以下の罰

金）の対象となります（法第１０９条第４

号）。 

 【留意事項】 

 ○ 無許可実習監理について 

 ・ 監理団体の許可（法第２３条第１項）を

受けずに実習監理を行った者について

も、罰則（１年以下の拘禁刑又は１００万

円以下の罰金）の対象となります（法第１

０９条第１号）。したがって、名義貸しを

○ 監理事業は、欠格事由に該当せず、事業

遂行能力等について許可基準に照らして 

審査を受けた法人が自ら行うものでなけ

れば許可制度自体の維持が困難となるた

め、許可を受けた名義を他人に貸して監

理事業を行わせることは禁止されていま

す。 これに違反した場合には、罰則（１

年以下の懲役又は１００万円以下の罰

金）の対象となります（法第１０９条第４

号）。 

 

 【留意事項】 

 ○ 無許可実習監理について 

 ・ 監理団体の許可（法第２３条第１項）

を受けずに実習監理を行った者について

も、罰則（１年以下の懲役又は１００万円

以下の罰金）の対象となります（法第１０
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した監理団体のみならず、監理団体から

名義貸しを受けた者も罰則の対象となり

ますので留意が必要です。  

９条第１号）。したがって、名義貸しをし

た監理団体のみならず、監理団体から名

義貸しを受けた者も罰則の対象となりま

すので留意が必要です。  

 

 

【通し番号】１０ 

【改正箇所】 第５章第 17 節 監理責任者の設置等（技能実習法第４０条） 

改正 現行 

○ 監理責任者には、欠格事由に該当する者

（拘禁刑（※）以上の刑に処せられ、その

執行を 終えた日から５年を経過してい

ない者など）、過去５年以内に出入国又は

労働に関する法令（技能実習法令も含ま

れます。）に関し不正又は著しい不当な行

為をした者、未成年者はなることができ

ません。 

※ 刑法等の一部を改正する法律（令和４

年法律第 67 号）第２条の規定による改正

前の刑法（明治 40 年法律第 45 号。 以下

「旧刑法」という。）第 12 条に規定する

懲役及び旧刑法第13条に規定する禁錮を

含みます。 

○ 監理責任者には、欠格事由に該当する者

（禁錮以上の刑に処せられ、その執行を 

終えた日から５年を経過していない者な

ど）、過去５年以内に出入国又は労働に関

する法令（技能実習法令も含まれます。）

に関し不正又は著しい不当な行為をした

者、未成年者はなることができません。 

 

（新設） 

 

 

【通し番号】１１ 

【改正箇所】 第６章第１節第１ 暴力、脅迫、監禁等による技能実習の強制の禁止 

改正 現行 

○ 実習監理者又はその役職員が、暴行、脅

迫、監禁その他精神又は身体の自由を不

当に拘束する手段によって、技能実習生

の意思に反して技能実習を強制すること

は禁止されています。 これに違反した場

合には、罰則（１年以上１０年以下の拘禁

刑又は２０万円以上３００万円以下の罰

金）の対象となります（法第１０８条）。 

【留意事項】 

 ○ 実習実施者による暴力、脅迫、監禁等

○ 実習監理者又はその役職員が、暴行、脅

迫、監禁その他精神又は身体の自由を不

当に拘束する手段によって、技能実習生

の意思に反して技能実習を強制すること

は禁止されています。 これに違反した場

合には、罰則（１年以上１０年以下の懲役

又は２０万円以上３００万円以下の罰

金）の対象となります（法第１０８条）。 

【留意事項】 

 ○ 実習実施者による暴力、脅迫、監禁等
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による技能実習の強制について 

 法第４６条では実習実施者について触

れられていませんが、使用者である実習

実施者については、労働基準法第５条（強

制労働の禁止）の適用があります。違反し

た場合の罰則も、技能実習法と同様の量

刑となっています。 

 ● 労働基準法（昭和２２年法律第４９

号）（抄） 

 （強制労働の禁止） 

 第５条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その

他精神又は身体の自由を不当に拘束する

手段によつて、労働者の意思に反して労

働を強制してはならない。 

 第１１７条 第五条の規定に違反した者

は、これを一年以上十年以下の拘禁刑又

は二十万円以上三百万円以下の罰金に処

する。 

による技能実習の強制について 

 法第４６条では実習実施者について触

れられていませんが、使用者である実習

実施者については、労働基準法第５条（強

制労働の禁止）の適用があります。違反し

た場合の罰則も、技能実習法と同様の量

刑となっています。 

 ● 労働基準法（昭和２２年法律第４９

号）（抄） 

 （強制労働の禁止） 

 第５条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その

他精神又は身体の自由を不当に拘束する

手段によつて、労働者の意思に反して労

働を強制してはならない。 

 第１１７条 第五条の規定に違反した者

は、これを一年以上十年以下の懲役又は

二十万円以上三百万円以下の罰金に処す

る。 

 

 

【通し番号】１２ 

【改正箇所】 第６章第１節第２ 技能実習に係る契約の不履行についての違約金等の禁止 

改正 現行 

○ このため、実習監理者又はその役職員

が、技能実習生等又はその配偶者、直系若

しくは同居の親族その他技能実習生等と社

会生活において密接な関係を有する者との

間で、技能実習に係る契約の不履行につい

て違約金を定め、又は損害賠償額を予定す

る契約をすることは禁止されています。 

これに違反した場合には、罰則（６月以

下の拘禁刑又は３０万円以下の罰金）の対

象と なります（法第１１１条第４号）。 

 【留意事項】 

 ○ 実習実施者による技能実習に係る契

約の不履行についての違約金等の禁止につ

いて 

 法第４７条では実習実施者について触

れられていませんが、使用者である実習実

施者については、労働基準法第１６条（賠

償予定の禁止）及び第１８条（強制貯金）

の適用があります。違反した場合の罰則も、

技能実習法と同様の量刑となっています。  

○ このため、実習監理者又はその役職員

が、技能実習生等又はその配偶者、直系若

しくは同居の親族その他技能実習生等と社

会生活において密接な関係を有する者との

間で、技能実習に係る契約の不履行につい

て違約金を定め、又は損害賠償額を予定す

る契約をすることは禁止されています。 

これに違反した場合には、罰則（６月以

下の懲役又は３０万円以下の罰金）の対象

と なります（法第１１１条第４号）。 

 【留意事項】 

 ○ 実習実施者による技能実習に係る契

約の不履行についての違約金等の禁止につ

いて 

 法第４７条では実習実施者について触

れられていませんが、使用者である実習実

施者については、労働基準法第１６条（賠

償予定の禁止）及び第１８条（強制貯金）

の適用があります。違反した場合の罰則も、

技能実習法と同様の量刑となっています。  
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 ● 労働基準法（昭和２２年法律第４９

号）（抄） 

（賠償予定の禁止） 

 第１６条 使用者は、労働契約の不履行

について違約金を定め、又は損害賠償額を

予定する契約をしてはならない。 

 （強制貯金） 

 第１８条 使用者は、労働契約に附随し

て貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理す

る契 約をしてはならない。 

 ２～７ （略） 

 第１１９条 次の各号の一に該当する者

は、これを六箇月以下の拘禁刑又は三十万

円以下 の罰金に処する。 一 ・・・、第十

六条、・・・、第十八条第一項、・・・の規定

に違反した者 

 二～四 （略） 

 ● 労働基準法（昭和２２年法律第４９

号）（抄） 

（賠償予定の禁止） 

 第１６条 使用者は、労働契約の不履行

について違約金を定め、又は損害賠償額を

予定する契約をしてはならない。 

 （強制貯金） 

 第１８条 使用者は、労働契約に附随し

て貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理す

る契 約をしてはならない。 

 ２～７ （略） 

 第１１９条 次の各号の一に該当する者

は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円

以下 の罰金に処する。 一 ・・・、第十六

条、・・・、第十八条第一項、・・・の規定に

違反した者 

 二～四 （略） 

 

 

【通し番号】１３ 

【改正箇所】 第６章第１節第３ 旅券・在留カードの保管等の禁止 

改正 現行 

○ このため、技能実習を行わせる者若しく

は実習監理者又はこれらの役員若しくは職

員が、技能実習生の旅券や在留カードを保

管することは、技能実習生の同意の有無や

理由によらず、禁止されています。 

 特に、技能実習生の意思に反して技能実習

生の旅券や在留カードを保管した場合に

は、罰則（６月以下の拘禁刑又は３０万円

以下の罰金）の対象となります（法第１１

１条第５号）。 

 ○ また、技能実習を行わせる者若しくは

実習監理者又はこれらの役員若しくは職員

が、技能実習生の外出その他の私生活の自

由を不当に制限することは禁止されていま

す。 

 具体的には、技能実習生に対して、本人が

所有する携帯電話等の私物を取り上げる行

為、外出を一律に禁止する行為（宿泊施設

について合理的な理由なく一律の門限を設

けることを含む）、男女交際等を禁止する行

為、妊娠しないこと等を誓約させる行為、

○ このため、技能実習を行わせる者若しく

は実習監理者又はこれらの役員若しくは職

員が、技能実習生の旅券や在留カードを保

管することは、技能実習生の同意の有無や

理由によらず、禁止されています。 

 特に、技能実習生の意思に反して技能実習

生の旅券や在留カードを保管した場合に

は、罰則（６月以下懲役又は３０万円以下

の罰金）の対象となります（法第１１１条

第５号）。 

 ○ また、技能実習を行わせる者若しくは

実習監理者又はこれらの役員若しくは職員

が、技能実習生の外出その他の私生活の自

由を不当に制限することは禁止されていま

す。 

 具体的には、技能実習生に対して、本人が

所有する携帯電話等の私物を取り上げる行

為、外出を一律に禁止する行為（宿泊施設

について合理的な理由なく一律の門限を設

けることを含む）、男女交際等を禁止する行

為、妊娠しないこと等を誓約させる行為、
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健康保険証（健康保険証として使用する個

人番号カード（マイナンバーカード）を含

む。）を取り上げるなどの必要な医療機関の

受診を阻害する行為、宿泊施設内の居室等

の技能実習生のプライベートな空間に理由

なくカメラを設置する（防犯目的でプライ

ベートな空間が写らないように設置した場

合は除く）等が想定されます。 

 これに違反して、技能実習生に対し、解雇

その他の労働関係上の不利益又は制裁金の

徴収その他の財産上の不利益を示して、技

能実習が行われる時間以外における他の者

との通信若しくは面談又は外出の全部又は

一部を禁止する旨を告知した場合には、罰

則（６月以下の拘禁刑又は３０万円以下の

罰金）の対象となります（法第１１１条第

６号）。 

健康保険証（健康保険証として使用する個

人番号カード（マイナンバーカード）を含

む。）を取り上げるなどの必要な医療機関の

受診を阻害する行為、宿泊施設内の居室等

の技能実習生のプライベートな空間に理由

なくカメラを設置する（防犯目的でプライ

ベートな空間が写らないように設置した場

合は除く）等が想定されます。 

 これに違反して、技能実習生に対し、解雇

その他の労働関係上の不利益又は制裁金の

徴収その他の財産上の不利益を示して、技

能実習が行われる時間以外における他の者

との通信若しくは面談又は外出の全部又は

一部を禁止する旨を告知した場合には、罰

則（６月以下の懲役又は３０万円以下の罰

金）の対象となります（法第１１１条第６

号）。 

 

 

 

【通し番号】１４ 

【改正箇所】 第６章第２節 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に対する申告（技能実習

法第４９条） 

改正 現行 

○ 実習実施者若しくは監理団体又はこれ

らの役職員が、技能実習生が申告をしたこ

とを理由として技能実習の中止その他不利

益な取扱いをすることは禁止されていま

す。 

 これに違反した場合には、罰則（６月以下

の拘禁刑又は３０万円以下の罰金）の対象

となります（法第１１１条第７号）。 

○ 実習実施者若しくは監理団体又はこれ

らの役職員が、技能実習生が申告をしたこ

とを理由として技能実習の中止その他不利

益な取扱いをすることは禁止されていま

す。 

 これに違反した場合には、罰則（６月以下

の懲役又は３０万円以下の罰金）の対象と

なります（法第１１１条第７号）。 
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【通し番号】１５ 

【改正箇所】 第１０章 罰則 

改正 現行 

○ 法の規定に違反する行為に対する罰則

（機構関係の規定は除く）は次のとおりで

す。 

 

罰則適

用条項 

内容 量刑 罰則規

定 

（略） （略） （略） （略） 

第１５

条第１

項 

（改善

命 令

等） 

第１５条

第１項の

規定によ

る改善命

令の処分

に違反し

た者 

６月以

下の拘

禁刑又

は３０

万円以

下の罰

金 

第１１

１条第

１号 

（略） （略） （略） （略） 

第２３

条第１

項 

（監理

団体の

許可） 

第２３条

第１項の

規定に違

反して許

可を受け

ずに実習

監理を行

った者 

 

  

１年以

下の拘

禁刑又

は１０

０万円

以下の

罰金 

第１０

９条第

１号 

第２３

条第１

項、第

３１条

第２項

又は第

３２条

第１項 

（監理

団体の

許可）

等 

偽りその

他不正の

行為によ

り、許可、

許可の有

効期間の

更新又は

変更の許

可を受け

た者 

１年以

下の拘

禁刑又

は１０

０万円

以下の

罰金 

第１０

９条第

２号 

（略） （略） （略） （略） 

第２８

条第１

第２８条

第１項の

６月以

下の拘

第１１

１条第

○ 法の規定に違反する行為に対する罰則

（機構関係の規定は除く）は次のとおりで

す。 

 

罰則適

用条項 

内容 量刑 罰則規

定 

（略） （略） （略） （略） 

第１５

条第１

項 

（改善

命 令

等） 

第１５条

第１項の

規定によ

る改善命

令の処分

に違反し

た者 

６月以

下の懲

役又は

３０万

円以下

の罰金 

第１１

１条第

１号 

（略） （略） （略） （略） 

第２３

条第１

項 

（監理

団体の

許可） 

第２３条

第１項の

規定に違

反して許

可を受け

ずに実習

監理を行

った者 

 

  

１年以

下の懲

役又は

１００

万円以

下の罰

金 

第１０

９条第

１号 

第２３

条第１

項、第

３１条

第２項

又は第

３２条

第１項 

（監理

団体の

許可）

等 

偽りその

他不正の

行為によ

り、許可、

許可の有

効期間の

更新又は

変更の許

可を受け

た者 

１年以

下の懲

役又は

１００

万円以

下の罰

金 

第１０

９条第

２号 

（略） （略） （略） （略） 

第２８

条第１

第２８条

第１項の

６月以

下の懲

第１１

１条第
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項 

（監理

費） 

規定に違

反して、

手数料又

は報酬を

受けた者 

禁刑又

は３０

万円以

下の罰

金 

２号 

（略） （略） （略） （略） 

第３６

条第１

項 

（改善

命 令

等） 

第３６条

第１項の

規定によ

る改善命

令の処分

に違反し

た者 

６月以

下の拘

禁刑又

は３０

万円以

下の罰

金 

第１１

１条第

３号 

第３７

条第３

項 

（許可

の取消

し等） 

第３５条

第１項の

規定によ

る事業停

止命令の

処分に違

反した者 

１年以

下の拘

禁刑又

は１０

０万円

以下の

罰金 

第１０

９条第

３号 

第３８

条 

（名義

貸し） 

自己の名

義をもっ

て、他人

に監理事

業を行わ

せた者 

１年以

下の拘

禁刑又

は１０

０万円

以下の

罰金 

第１０

９条第

４号 

（略） （略） （略） （略） 

第４４

条 

（秘密

保持義

務） 

正当な理

由なく、

その業務

に関して

知ること

ができた

秘密を漏

らし、又

は盗用し

た監理団

体の役職

員 

１年以

下の拘

禁刑又

は５０

万円以

下の罰

金 

第１１

０条 

第４６

条 

（禁止

第４６条

の規定に

違反して

１年以

上１０

年以下

第１０

８条 

項 

（監理

費） 

規定に違

反して、

手数料又

は報酬を

受けた者 

役又は

３０万

円以下

の罰金 

２号 

（略） （略） （略） （略） 

第３６

条第１

項 

（改善

命 令

等） 

第３６条

第１項の

規定によ

る改善命

令の処分

に違反し

た者 

６月以

下の懲

役又は

３０万

円以下

の罰金 

第１１

１条第

３号 

第３７

条第３

項 

（許可

の取消

し等） 

第３５条

第１項の

規定によ

る事業停

止命令の

処分に違

反した者 

１年以

下の懲

役又は

１００

万円以

下の罰

金 

第１０

９条第

３号 

第３８

条 

（名義

貸し） 

自己の名

義をもっ

て、他人

に監理事

業を行わ

せた者 

１年以

下の懲

役又は

１００

万円以

下の罰

金 

第１０

９条第

４号 

（略） （略） （略） （略） 

第４４

条 

（秘密

保持義

務） 

正当な理

由なく、

その業務

に関して

知ること

ができた

秘密を漏

らし、又

は盗用し

た監理団

体の役職

員 

１年以

下の懲

役又は

５０万

円以下

の罰金 

第１１

０条 

第４６

条 

（禁止

第４６条

の規定に

違反して

１年以

上１０

年以下

第１０

８条 



  別紙 
行為） 暴力、脅

迫、監禁

等による

技能実習

の強制を

した者 

の拘禁

刑又は

２０万

円以上

３００

万円以

下の罰

金 

第４７

条 

（禁止

行為） 

第４７条

の規定に

違反して

技能実習

に係る契

約の不履

行につい

ての違約

金の定め

等をした

者 

６月以

下の拘

禁刑又

は３０

万円以

下の罰

金 

第１１

１条第

４号 

第４８

条第１

項 

（禁止

行為） 

第４８条

第１項の

規定に違

反して、

技能実習

生の意思

に反して

技能実習

生の旅券

又は在留

カードを

保管した

者 

６月以

下の拘

禁刑又

は３０

万円以

下の罰

金 

第１１

１条第

５号 

第４８

条第２

項 

（禁止

行為） 

第４８条

第２項の

規定に違

反して、

技能実習

生 に 対

し、解雇

その他の

労働関係

上の不利

益又は制

６月以

下の拘

禁刑又

は３０

万円以

下の罰

金 

第１１

１条第

６号 

行為） 暴力、脅

迫、監禁

等による

技能実習

の強制を

した者 

の懲役

又は２

０万円

以上３

００万

円以下

の罰金 

 

第４７

条 

（禁止

行為） 

第４７条

の規定に

違反して

技能実習

に係る契

約の不履

行につい

ての違約

金の定め

等をした

者 

６月以

下の懲

役又は

３０万

円以下

の罰金 

第１１

１条第

４号 

第４８

条第１

項 

（禁止

行為） 

第４８条

第１項の

規定に違

反して、

技能実習

生の意思

に反して

技能実習

生の旅券

又は在留

カードを

保管した

者 

６月以

下の懲

役又は

３０万

円以下

の罰金 

第１１

１条第

５号 

第４８

条第２

項 

（禁止

行為） 

第４８条

第２項の

規定に違

反して、

技能実習

生 に 対

し、解雇

その他の

労働関係

上の不利

益又は制

６月以

下の懲

役又は

３０万

円以下

の罰金 

第１１

１条第

６号 



  別紙 
裁金の徴

収その他

の財産上

の不利益

を 示 し

て、技能

実習が行

われる時

間以外に

おける他

の者との

通信若し

くは面談

又は外出

の全部又

は一部を

禁止する

旨を告知

した者 

第４９

条第２

項 

（ 申

告） 

第４９条

第２項の

規定に違

反して、

申告をし

たことを

理由とし

て、技能

実習生に

対して技

能実習の

中止その

他不利益

な取扱い

をした者 

６月以

下の拘

禁刑又

は３０

万円以

下の罰

金 

第１１

１条第

７号 

第５４

条第４

項 

（事業

協 議

会） 

正当な理

由なく、

その業務

に関して

知ること

ができた

秘密を漏

らし、又

は盗用し

１年以

下の拘

禁刑又

は５０

万円以

下の罰

金 

第１１

０条 

裁金の徴

収その他

の財産上

の不利益

を 示 し

て、技能

実習が行

われる時

間以外に

おける他

の者との

通信若し

くは面談

又は外出

の全部又

は一部を

禁止する

旨を告知

した者 

第４９

条第２

項 

（ 申

告） 

第４９条

第２項の

規定に違

反して、

申告をし

たことを

理由とし

て、技能

実習生に

対して技

能実習の

中止その

他不利益

な取扱い

をした者 

６月以

下の懲

役又は

３０万

円以下

の罰金 

第１１

１条第

７号 

第５４

条第４

項 

（事業

協 議

会） 

正当な理

由なく、

その業務

に関して

知ること

ができた

秘密を漏

らし、又

は盗用し

１年以

下の懲

役又は

５０万

円以下

の罰金 

第１１

０条 



  別紙 
た事業協

議会の事

務に従事

する者又

は従事し

ていた者 

第５６

条第４

項 

（地域

協 議

会） 

正当な理

由なく、

その業務

に関して

知ること

ができた

秘密を漏

らし、又

は盗用し

た地域協

議会の事

務に従事

する者又

は従事し

ていた者 

１年以

下の拘

禁刑又

は５０

万円以

下の罰

金 

第１１

０条 

 

た事業協

議会の事

務に従事

する者又

は従事し

ていた者 

第５６

条第４

項 

（地域

協 議

会） 

正当な理

由なく、

その業務

に関して

知ること

ができた

秘密を漏

らし、又

は盗用し

た地域協

議会の事

務に従事

する者又

は従事し

ていた者 

１年以

下の懲

役又は

５０万

円以下

の罰金 

第１１

０条 

 

 

 

【通し番号】１６ 

【改正箇所】 参考様式第１-３６号 

改正 現行 

○ 外国人の技能実習の適正な実施及び技

能実習生の保護に関する法律（平成 28 

年法律第 89 号）（抄） 

 （認定の欠格事由）  

第十条 次の各号のいずれかに該当する者

は、第八条第一項の認定を受けることが

できない。 

 一 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執

行を終わり、又は執行を受けることが

なくなった日から起算して五年を経過

しない者 

二～十三（略） 

○ 外国人の技能実習の適正な実施及び技

能実習生の保護に関する法律（平成 28 

年法律第 89 号）（抄） 

 （認定の欠格事由）  

第十条 次の各号のいずれかに該当する者

は、第八条第一項の認定を受けることが

できない。 

 一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行

を終わり、又は執行を受けることがな

くなった日から起算して五年を経過し

ない者 

二～十三（略） 

 

  



  別紙 
【通し番号】１７ 

【改正箇所】 参考様式第２-１１号 

改正 現行 

【誓約事項】 

１～５（略） 

６ 当機関又はその役員が拘禁刑以上の刑

（これに相当する外国法令による刑を含

む。）に処せられ、その刑 の執行を終わり、

又はその刑の執行を受けることがなくな

った日から５年を経過しない者ではあり

ません。 

７～１３（略） 

【誓約事項】 

１～５（略） 

６ 当機関又はその役員が禁錮以上の刑（こ

れに相当する外国法令による刑を含む。）に

処せられ、その刑 の執行を終わり、又はそ

の刑の執行を受けることがなくなった日か

ら５年を経過しない者ではありません。 

 

７～１３（略） 

  



  別紙 
【通し番号】１８ 

【改正箇所】 別記様式第１号 

改正 現行 

○ 外国人の技能実習の適正な実施及び技

能実習生の保護に関する法律（平成二十

八年法律第八十九号）（抄） 

 （認定の欠格事由）  

第十条 次の各号のいずれかに該当する者

は、第八条第一項の認定を受けることが

できない。 

 一 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執

行を終わり、又は執行を受けることが

なくなった日から起算して五年を経過

しない者 

二～十三（略） 

 

○ 外国人の技能実習の適正な実施及び技

能実習生の保護に関する法律施行令（平

成二十九年政令第百三十六号）（抄） 

（法第十条第二号の出入国又は労働に関

する法律の規定であって政令で定める

もの） 

第一条 外国人の技能実習の適正な実施

及び技能実習生の保護に関する法律（以

下「法」という。）第十条第二号の出入国

又は労働に関する法律の規定であって政

令で定めるものは、次のとおりとする。 

一～十四（略） 

十五 労働者派遣法第四十四条第四項の

規定により適用される労働基準法第百

十八条、第百十九条及び第百二十一条

の規定、船員職業安定法第八十九条第

八項の規定により適用される船員法第

百二十九条から第百三十一条までの規

定並びに労働者派遣法第四十五条第七

項の規定により適用される労働安全衛

生法（昭和四十七年法律第五十七号）

第百十九条及び第百二十二条の規定 

○ 外国人の技能実習の適正な実施及び技

能実習生の保護に関する法律（平成二十

八年法律第八十九号）（抄） 

 （認定の欠格事由）  

第十条 次の各号のいずれかに該当する者

は、第八条第一項の認定を受けることが

できない。 

 一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行

を終わり、又は執行を受けることがな

くなった日から起算して五年を経過し

ない者 

二～十三（略） 

 

○ 外国人の技能実習の適正な実施及び技

能実習生の保護に関する法律施行令（平

成二十九年政令第百三十六号）（抄） 

（法第十条第二号の出入国又は労働に関

する法律の規定であって政令で定める

もの） 

第一条 外国人の技能実習の適正な実施

及び技能実習生の保護に関する法律（以

下「法」という。）第十条第二号の出入国

又は労働に関する法律の規定であって政

令で定めるものは、次のとおりとする。 

一～十四（略） 

十五 労働者派遣法第四十四条第四項の

規定により適用される労働基準法第百

十八条、第百十九条及び第百二十一条

の規定、船員職業安定法第八十九条第

七項の規定により適用される船員法第

百二十九条から第百三十一条までの規

定並びに労働者派遣法第四十五条第七

項の規定により適用される労働安全衛

生法（昭和四十七年法律第五十七号）

第百十九条及び第百二十二条の規定 

  



  別紙 
【通し番号】１９ 

【改正箇所】 別記様式第 11 号 

改正 現行 

私（申請者）は、法第 26 条各号に規定す

る下記欠格事由のいずれにも該当しない

こと及び監理責任者が同条第５号イ（法

第 10 条第 11 号に係る部分を除く。）又は

ロからニまでのいずれにも該当しないも

のであることを確認しましたので、その

旨をここに誓約します。 

（略） 

○ 外国人の技能実習の適正な実施及び技

能実習生の保護に関する法律（平成二十

八年法律第八十九号）（抄） 

 （認定の欠格事由）  

第十条 次の各号のいずれかに該当する者

は、第八条第一項の認定を受けることが

できない。 

 一 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執

行を終わり、又は執行を受けることが

なくなった日から起算して五年を経過

しない者 

二～十三（略） 

 

○ 外国人の技能実習の適正な実施及び技

能実習生の保護に関する法律施行令（平

成二十九年政令第百三十六号）（抄） 

（法第十条第二号の出入国又は労働に関

する法律の規定であって政令で定める

もの） 

第一条 外国人の技能実習の適正な実施

及び技能実習生の保護に関する法律（以

下「法」という。）第十条第二号の出入国

又は労働に関する法律の規定であって政

令で定めるものは、次のとおりとする。 

一～十四（略） 

十五 労働者派遣法第四十四条第四項の

規定により適用される労働基準法第百

十八条、第百十九条及び第百二十一条

の規定、船員職業安定法第八十九条第

八項の規定により適用される船員法第

百二十九条から第百三十一条までの規

定並びに労働者派遣法第四十五条第七

私（申請者）は、法第 26 条各号に規定す

る下記欠格事由のいずれにも該当しない

こと及び監理責任者が同条第５号イ（法

第 10 条第 11 号に係る部分を除く。）又は

ロからニのいずれにも該当しないもので

あることを確認しましたので、その旨を

ここに誓約します。 

（略） 

○ 外国人の技能実習の適正な実施及び技

能実習生の保護に関する法律（平成二十

八年法律第八十九号）（抄） 

 （認定の欠格事由）  

第十条 次の各号のいずれかに該当する者

は、第八条第一項の認定を受けることが

できない。 

 一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行

を終わり、又は執行を受けることがな

くなった日から起算して五年を経過し

ない者 

二～十三（略） 

 

○ 外国人の技能実習の適正な実施及び技

能実習生の保護に関する法律施行令（平

成二十九年政令第百三十六号）（抄） 

（法第十条第二号の出入国又は労働に関

する法律の規定であって政令で定める

もの） 

第一条 外国人の技能実習の適正な実施

及び技能実習生の保護に関する法律（以

下「法」という。）第十条第二号の出入国

又は労働に関する法律の規定であって政

令で定めるものは、次のとおりとする。 

一～十四（略） 

十五 労働者派遣法第四十四条第四項の

規定により適用される労働基準法第百

十八条、第百十九条及び第百二十一条

の規定、船員職業安定法第八十九条第

七項の規定により適用される船員法第

百二十九条から第百三十一条までの規

定並びに労働者派遣法第四十五条第七



  別紙 
項の規定により適用される労働安全衛

生法（昭和四十七年法律第五十七号）

第百十九条及び第百二十二条の規定 

項の規定により適用される労働安全衛

生法（昭和四十七年法律第五十七号）

第百十九条及び第百二十二条の規定 

 
 

 



  別紙 
【通し番号】２０ 

【改正箇所】 第４章第２節第１２ 技能実習生の人数枠に関するもの 

改正 現行 

第４章 

第１節（略） 

第２節 技能実習計画の認定基準（技能実習

法第９条） 

第１～第１１ （略） 

第１２ 技能実習生の人数枠に関するもの 

（１） 原則的な形態に関するもの 

【確認対象の書類】 （略） 

【留意事項】  

（略） 

○ 出入国在留管理庁長官及び厚生労

働大臣が、継続的かつ安定的に企業単

独型技能実習を行わせることができると

認める体制とは、以下の要件を満たすこ

とが必要です。  

① 中小企業の事業活動の機会の確保

のための大企業者の事業活動の調整に

関する法律第２条第２項第１号に該当す

る場合  

ア 中小企業の事業活動の機会の確

保のための大企業者の事業活動の

調整に関する法律第２条第２項第１

号に該当すること  

Ａ 製造業、建設業、運輸業、その

他の業種の場合、資本金3億円

以上又は常勤職員301人以上  

Ｂ 卸売業の場合、資本金1億円以

上又は常勤職員101人以上  

Ｃ サービス業の場合、資本金5000

万円以上又は常勤職員101人以

上  

Ｄ 小売業の場合、資本金5000万

円以上又は常勤職員51人以上  

イ 帰国した技能実習生が技能実習の

成果を発揮していること又は成果が

期待できること （成果が期待できる

ことの例）  

技能実習生が技能実習修了後に技 

能実習において修得した技能を活用で

きる業務に、母国において安定的に従

第４章 

第１節（略） 

第２節 技能実習計画の認定基準（技能実習

法第９条） 

第１～第１１ （略） 

第１２ 技能実習生の人数枠に関するもの 

（１） 原則的な形態に関するもの 

【確認対象の書類】 （略） 

【留意事項】 

 （略） 

○ 出入国在留管理庁長官及び厚生労

働大臣が、継続的かつ安定的に企業単

独型技能実習を行わせることができると

認める体制とは、以下の要件を満たすこ

とが必要です。  

① 中小企業の事業活動の機会の確保

のための大企業者の事業活動の調整に

関する法律第２条第２項第１号に該当す

る場合  

ア 中小企業の事業活動の機会の確

保のための大企業者の事業活動の

調整に関する法律第２条第２項第１

号に該当すること  

Ａ 製造業、建設業、運輸業、その

他の業種の場合、資本金3億円

以上又は常勤職員301人以上  

Ｂ 卸売業の場合、資本金1億円以

上又は常勤職員101人以上  

Ｃ サービス業の場合、資本金5000

万円以上又は常勤職員101人以

上  

Ｄ 小売業の場合、資本金5000万

円以上又は（追加）51人以上  

イ 帰国した技能実習生が技能実習の

成果を発揮していること又は成果が

期待できること （成果が期待できる

ことの例）  

技能実習生が技能実習修了後に技 

能実習において修得した技能を活用で

きる業務に、母国において安定的に従



  別紙 
事することが書面等により客観的に認め

られる場合。  

（略） 

（略） 

事することが書面等により客観的に認め

られる場合。  

（略） 

（略） 

 



  別紙 
【通し番号】２１ 

【改正箇所】第４章第２節第１０ 技能実習生の待遇に関するもの  

改正 現行 

実習実施者又は監理団体は、技能実習生の

ための適切な宿泊施設を確保しなければな

りません。基本方針（第３章第７節）におい

て、実習実施者は、技能実習生が健康で快

適な実習生活を送れるようにするため、快

適な住環境を確保するとされており、これ

を踏まえ、適切な宿泊施設を確保してくだ

さい。新型コロナウイルス感染症の感染を

防止するため、宿泊施設においても３つの

密（換気の悪い密閉空間、多数が集まる密

集場所、間近で会話や発声をする密接場面）

を避けることができるよう、必要な対応を

行ってください。また、下記の事項が確認

できることが必要です。 

なお、適切な宿泊施設と認められるために

は、前提として建築基準法上の基準を満た

した「建築物」であることが必要です。 

①  （略） 

②  通常時 15 人未満の者が２階以上の

寝室に居住する建物には１箇所以

上、通常時 15 人以上の者が２階以上

の寝室に居住する建物には２箇所以

上の避難階段を設ける措置を講じて

いること 

※上記「避難階段」については、滑り台、

避難はしご、避難用タラップその他の避

難器具に代えることができます。ただし、

通常時 15 人以上の者が２階以上の寝室

に居住する建物の場合は、１箇所は避難

階段としなければなりません。また、避

難階段又は避難器具は、各階に適当に配

置され、かつ、容易に屋外の安全な場所

に通ずるものでなければなりません。な

お、避難器具により技能実習生の安全を

確保できる措置を講じている場合には、

技能実習生の報酬・宿泊施設・徴収費用

についての説明書（参考様式第１-16 号）

の特記事項に当該措置等を記載し、必要

に応じて疎明資料を添付していただいた

上で申請していただくことが必要です。 

実習実施者又は監理団体は、技能実習生の

ための適切な宿泊施設を確保しなければな

りません。基本方針（第３章第７節）におい

て、実習実施者は、技能実習生が健康で快

適な実習生活を送れるようにするため、快

適な住環境を確保するとされており、これ

を踏まえ、適切な宿泊施設を確保してくだ

さい。新型コロナウイルス感染症の感染を

防止するため、宿泊施設においても３つの

密（換気の悪い密閉空間、多数が集まる密

集場所、間近で会話や発声をする密接場面）

を避けることができるよう、必要な対応を

行ってください。また、下記の事項が確認

できることが必要です。 

なお、適切な宿泊施設と認められるために

は、前提として建築基準法上の基準を満た

した「建築物」であることが必要です。 

① （略） 

② （追加）２階以上の寝室に寄宿する

建物には、容易に屋外の安全な場所に

通ずる階段を２箇所以上（収容人数 15 

人未満は１箇所）設ける措置を講じて

いること 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  別紙 
③ ～⑨（略） 

（略） 

（削除） 

③～⑨（略） 

（略） 

○ ２階以上の寝室に寄宿する建物について  

容易に屋外の安全な場所に通ずる階段を２箇

所以上（収容人数 15 人未満は１箇所）設ける

措置を講じなければなりませんが、すべり台、避

難はしご、避難用タラップ等の同様の代替措置

により技能実習生の安全を確保できる措置を

講じている場合には、技能実習生の報酬・宿泊

施設・徴収費用についての説明書（参考様式

第１-16 号）の特記事項に当該代替措置等を

記載し、必要に応じて疎明資料を添付していた

だいた上で申請していただくことが必要です。 

 

 

【通し番号】２２ 

【改正箇所】 参考様式第１－1６号  

改正 現行 

２．宿泊施設 

 宿泊施設の適正についての確認事項（入

国後講習中の宿泊施設も含む） 

確認事項 措置の

有無 

特記事項 

①  （略） （略） （略） 

②通常時 15 人

未満の者が２階

以上の寝室に居

住する建物には１

箇所以上、通常

時 15 人以上の

者が２階以上の

寝室に居住する

建物には２箇所

以上の避難階段

を設ける措置を講

じていること 

（略） （略） 

③ （略） （略） （略） 

④寝室について

は、床の間・押

入等、技能実習

生が実際に使用

できないスペー

（略） （略） 

２．宿泊施設 

 宿泊施設の適正についての確認事項（入

国後講習中の宿泊施設も含む） 

確認事項 措置の

有無 

特記事項 

①  （略） （略） （略） 

②（追加）２階

以上の寝室に寄

宿する建物に

は、容易に屋外

の安全な場所に

通ずる階段を２

箇所以上（収容

人数 15 人未満

は１箇所）設け

る措置を講じて

いること 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

③ （略） （略） （略） 

④寝室について

は、床の間・押

入等、技能実習

生が実際に使用

できないスペー

（略） 

 

 

 

 

（略） 



  別紙 
スを除き、１人

当たり４．５m2

以上を確保する

こととし、個人

別の私有物収納

設備（身の回り

の品を収納でき

る一定の容量が

あって、施錠可

能で持出不可な

ものであること

が必要（個人別

に施錠可能な部

屋がある場合を

除く。））、室面

積の７分の１以

上の有効採光面

積を有する窓、
その他社会通念

上生活に必要な

採暖・冷房設備

等を設ける措置

を講じているこ

と 

⑤～⑨ （略） （略） （略） 

確認者 （略） （略） （略） 

（注意） 

１ 宿泊施設の概要を明らかにするため、当該

施設の見取り図を添付すること。 

２ ②の避難階段については、滑り台、避難はし

ご、避難用タラップその他の避難器具に代える

ことができる。ただし、通常時 15 人以上の者が

２階以上の寝室に居住する建物の場合は、１

箇所は避難階段としなければならない。また、

避難階段又は避難器具は、各階に適当に配

置され、かつ、容易に屋外の安全な場所に通

ずるものでなければならない。なお、避難器具

により技能実習生の安全を確保できる措置を

講じている場合は、特記事項に当該措置等を

記載すること。 

スを除き、１人

当たり４．５m2

以上を確保する

こととし、個人

別の私有物収納

設備（身の回り

の品を収納でき

る一定の容量が

あって、施錠可

能で持出不可な

ものであること

が必要（個人別

に施錠可能な部

屋がある場合を

除く。））、室面

積の７分の１以

上の有効採光面

積を有する窓及

び採暖の設備を

設ける措置を講

じていること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤～⑨ （略） （略） （略） 

確認者 （略） （略） （略） 

（注意） 

（追加）宿泊施設の概要を明らかにするため、

当該施設の見取り図を添付すること。 

（新設） 

 


